
古紙を配合しています。環境にやさしい植物性
インキを使用しています。☎042−383−1111

（かけ間違いにご注意ください） FAX042−383−0022
「市長へのファクス」ふれあい24発行・小金井市　編集・広報秘書課

〒184-8504　小金井市本町6-6-3
市役所代表

協働事業提案制度

　市歌「光さす野辺」の制定５周年を記念して、アニメーション作
家集団はけの手アニメーションと市歌のミュージックビデオを制
作します。自分で描いた絵や塗り絵がアニメーションになります。
d①２月３日（土）午前１０時３０分～午後４時３０分、４日（日）午
前１０時３０分～午後４時②２月下旬から
b①小金井　宮地楽器ホールマルチパーパススペースＢ・Ｃ②主
な市内公共施設等
u①描こう！小金井の自然・虫・みんな！＝ミュージックビデオ
に登場する、桜の花びら・虫・雨・野川で遊ぶ人々の絵を描くワ
ークショップ②小金井をぬろう！＝ミュージックビ
デオに登場する小金井の風景の塗り絵を募集
e詳細は市ホームページをご覧ください
i企画政策課企画政策係（☎０４２−３８７−９８００）、は
けの手アニメーション（ahakenote@gmail.com） 市ホームページ

市歌「光さす野辺」に関連した市歌「光さす野辺」に関連した
ワークショップの開催と塗り絵を募集ワークショップの開催と塗り絵を募集

　誰もが気持ちよく楽しく過ごせる公
園づくりのため、先進的な取り組みを
している公園で実際に遊び、インクル
ーシブとは何かを学びます。
　また、視察時の子どもの声を、今後
の公園づくりに反映していきます。
d①１月２７日（土）②２８日（日）午前
８時３０分～午後５時
b①羽根木公園（世田谷区）、砧公園（世
田谷区）②こどもの森（練馬区）、府
中の森公園（府中市）
u公園の視察、公園スタッフへのイン
タビュー体験、参加者同士の交流
t市内在住・在学の３歳以上の子ども

と保護者
s各日１０組（多数抽選）
m１月２２日までに、申
込フォーム（https://
forms.gle/４5ccTmU
XyFRN１９vCA）で
e▷市役所本庁舎駐車場から貸切バス
で移動します。配慮が必要な方は申込
時にご連絡ください▷英語・中国語・
韓国語対応▷後日、簡単な報告書の提
出をお願いします
i環境政策課緑と公園係（☎０４２−３８７
−９８６０）

申込フォーム

インクルーシブ公園体験ツアーインクルーシブ公園体験ツアー
参加者募集参加者募集

市・都民税（住民税）、所得税及び復興特別所得税（所得税）

間もなく申告の時期です
申告期間は２月16日（金）〜３月15日（金）※窓口での申告は土曜・日曜・祝日を除く申告期間は２月16日（金）〜３月15日（金）※窓口での申告は土曜・日曜・祝日を除く

市・都民税の申告は市役所へ市・都民税の申告は市役所へ
　申告していただくのは、令和５年中の所得で
す。所得が給与のみの方で勤務先から「給与支払
報告書」が小金井市に提出される方、所得が公的
年金のみの方で支払先から「公的年金等支払報告
書」が小金井市に提出される方、市内に住んでい
る方の扶養親族の方、税務署に確定申告をする（し
た）方以外は、市・都民税の申告が必要です。
▷申告期間中の日曜日午前９時～午後１時に臨時
窓口を開庁して申告の受け付けを行います
■申告書の入手方法２月上旬に前年の状況に応じ
て郵送します。用紙が届かなかった方や、新たに
必要になった方は、市民税課で入手できるほか、
市ホームページからダウンロードできます
■申告に必要なもの令和５年中の所得や控除に関
する書類（源泉徴収票、生命保険や国民年金保険
料の支払額証明書等）。詳細は市ホームページを
ご覧ください

所得税の確定申告は武蔵野税務署へ所得税の確定申告は武蔵野税務署へ
■申告会場の開設２月１６日（金）～３月１5日（金）
の午前８時３０分～午後４時（提出は５時まで）※
土曜・日曜・祝日を除く
▷２月２5日（日）は開場します
▷税務署の駐車場は使用できません
▷混雑回避のために入場整理券を配付します。混

雑状況により、受け付けを早めに締め切る場合が
あります
▷入場整理券は、当日会場で配付するほか、国税
庁公式ＬＩＮＥによる事前発行で入手できます
▷作成済みの確定申告書は、申告期間内に限り、
市役所でもお預かりします※相談や過年分のお預
かりはできません
■申告書等の入手方法国税庁ホームページ（htt
ps://www.nta.go.jp）でダウンロードできます
▷１月２２日（月）から、市役所市民税課でも配布
します（小金井市割り当て分は数に限りがあるた
め、早めに終了する場合があります。配布終了後
は税務署でお受け取りください）
■電子申告（ｅ−Ｔａｘ）での確定申告国税庁ホ
ームページの確定申告書等作成コーナーを利用す
れば、自宅のスマートフォンやパソコンから手続
きができます

税理士による無料申告相談税理士による無料申告相談
d２月６日（火）～８日（木）午前９時３０分～１１時、
午後１時～３時
b小金井　宮地楽器ホール
t小規模納税者、年金受給者、給与
所得者
※▷不動産・株式の譲渡所得がある
方は除きます▷相続税の相談は行っていません
m事前申込サイト（https://coubic.com/musa

shinozei/booking_pages#pageContent）ま
たは事前申込専用電話（☎０３−６７４5−６３5４＝土曜
・日曜・祝日を除く午前９時～午後４時）で

にせ税理士にご注意をにせ税理士にご注意を
　税理士資格の無い者が税務相談、税務書類の作
成等を行うことは法律で禁じられています。な
お、税理士は、税理士バッチを着用しています。

公的年金を受給している方へ公的年金を受給している方へ
　公的年金等の収入金額の合計額が４００万円以下
で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金
額が２０万円以下である方は、所得税の確定申告を
する必要がありません。ただし、源泉徴収の対象
とならない公的年金等の支給を受けている方は除
かれます。なお、この場合でも、所得税の還付を
受けるためには確定申告が必要です。
　所得税の確定申告が不要の方でも、医療費控
除、各種保険料控除などを追加することで、市・
都民税が減額となる場合があります。この場合、
市・都民税の申告が必要となります。

i▷市・都民税＝市民税課市民税係（市役
所第二庁舎３階☎０４２−３８７−９８１９）
▷所得税＝武蔵野税務署（武蔵野市吉祥寺
本町３−２７−１☎０４２２−5３−１３１１）

事前申込
サイトはこちら

６.１.１現在世
帯
と
人
口 ※�　世帯数および人口は、住民基本台帳によるものであり、

外国人住民の方を含みます。（　 ）内は前月比

世帯数	 62,848	（89減）男	 61,291	（68減）
人　口	 124,614	（107減）女	 63,323	（39減） ホ ー ム ペ ー ジ　https://www.city.koganei.lg.jp/

モバイル（携帯電話）版　http://www.city.koganei.lg.jp/m/index.html

イベント等の最新情報について
は、事前に各担当部署や主催者に
お問い合わせいただくか、市ホー
ムページをご確認ください。
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